
告
報
会
員
委
任
常
画
企
務
総

告
報
会
員
委
任
常
祉
福
健
保

告
報
会
員
委
任
常
化
文
育
教

告
報
会
員
委
任
常
設
建
境
環

常 任 委 員 会 審 査 報 告
商
業
地
等
の
固
定
資
産
税
の
税
額
は
負
担
調
整

措
置（
現
行
５
％
を
２
・
５
％
に
）が
継
続
に

日
本
政
府
に
核
兵
器
禁
止
条
約
の

署
名
・
批
准
を
求
め
る
意
見
書

（
問
）
商
業
地
等
は
継
続
で
、
住
宅
地
に
つ
い
て
は
除
外

さ
れ
る
が
市
の
影
響
は
。

（
答
）
税
額
据
え
置
き
に
よ

り
令
和
３
年
度
の
固
定
資
産

税
、
都
市
計
画
税
合
計
で
約

４
０
０
万
円
の
減
収
。今
回
、

商
業
地
等
の
税
額
は
半
分
と

な
り
、
市
内
全
域
で
固
定
資

産
税
53
万
円
、
都
市
計
画
税

は
11
万
円
の
減
収
と
な
る
。

影
響
は
僅
か
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
当
初
予
算
の
見
込
み
に

環
境
教
育
の
推
進
及
び
カ
ー
ボ
ン

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
達
成
に
向
け
た
学
校
施
設
の

Ｚ
Ｅ
Ｂ
化
の
さ
ら
な
る
推
進
を
求
め
る
意
見
書

変
更
は
な
い
。

（
問
）
市
街
化
区
域
内
の
場
所
に
よ
っ
て
税
額
が
上
が
る

場
合
は
あ
る
か
。

（
答
）
地
目
を
宅
地
や
雑
種
地
に
変
更
し
た
場
合
は
上
が

る
こ
と
も
あ
る
。
市
内
の
地
価
が
上
昇
し
て
い
る
土
地
も

あ
る
が
、
個
別
要
因
に
よ
っ
て
税
額
が
上
が
る
場
合
も
あ

る
。

（
意
見
）
戦
争
と
い
う
軍
事
対
軍
事
で
は
解
決
で
き
な
い

世
界
、
そ
し
て
核
兵
器
の
使
用
を
示
唆
す
る
発
言
が
さ
れ

て
い
る
状
況
の
中
で
、
唯
一
の
被
爆
国
の
日
本
が
話
し
合

い
に
よ
っ
て
解
決
が
で
き
る
よ
う
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

発
揮
す
べ
き
で
あ
る
。

国
保
税
及
び
介
護
保
険
料
の
減
免
に
つ
い
て

申
請
対
象
期
間
が
１
年
延
長

（
問
）
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
限
度
額
の
引
き
上
げ
と

な
る
所
得
、
対
象
と
な
る
世
帯
数
は
？

（
答
）
所
得
の
課
税
限
度
額
は
所
得
に
対
し
て
一
定
の
率

を
か
け
て
上
限
を
超
え
た
場
合
で
約
７
０
０
万
円
位
、
対

象
の
世
帯
数
は
、
基
礎
課
税
分
は
83
世
帯
、
後
期
高
齢
者

支
援
金
分
は
２
３
２
世
帯
で
あ
る
。

（
問
）
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
減
免
の
実
績
と
そ
の
内
訳
、

ま
た
、
市
民
へ
の
周
知
方
法
は
。

（
答
）
令
和
３
年
度
分
減
免
の
実
績
は
、
減
免
の
申
請
件

数
が
30
件
、
承
認
27
件
、
金
額
３
１
３
万
２
６
０
０
円
で

あ
る
。
27
件
の
う
ち
全
額
免
除
は
2
件
で
一
部
免
除
は
25

件
。
周
知
方
法
に
関
し
て
は
、
納
付
書
を
送
付
す
る
際
に

東
電
が
不
払
い
分
の

放
射
能
対
策
費
の
和
解
案
可
決

減
免
で
き
る
と
い
う
内
容
の
お
知
ら
せ
を
同
封
す
る
。

（
問
）
介
護
保
険
料
の
減
免
の
実
績
は
ど
う
か
。

（
答
）
減
免
申
請
件
数
は
11
件
、
減
免
の
決
定
は
10
件
、

金
額
は
22
万
３
０
０
円
で
あ
る
。
10
件
の
う
ち
全
額
免
除

は
７
件
。
減
額
と
な
っ
た
も
の
は
３
件
で
あ
る
。

　
平
成
23
年
に
発
生
し
た
東
京
電
力
（
株
）
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
、
平
成
23
年
、
24
年
に
要
し

た
放
射
能
対
策
費
の
う
ち
、
支
払
い
に
応
じ
て
い
な
い
損

害
賠
償
に
関
し
て
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ

ー
か
ら
提
示
さ
れ
た
和
解
案
を
可
決
し
た
。

（
問
）
申
立
額
７
７
３
９
万
２
７
７
２
円
に
対
し
て
和
解

額
２
５
０
万
円
で
の
和
解
案
で
あ
る
が
、
本
和
解
案
で
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
の
今
後
の
対
応
は
。

（
答
）
市
が
申
し
立
て
た
内
容
が
一
定
程
度
は
斟
酌
さ
れ

て
い
る
こ
と
や
、
早
期
に
賠
償
が
実
現
で
き
る
こ
と
も
あ

り
一
旦
こ
の
和
解
案
を
受
け
入
れ
た
い
と
考
え
る
。

　
別
途
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
の

で
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
損
害
部
分
に
つ
い
て
は
、
今
後

検
討
し
て
い
く
。

（
問
）
本
和
解
案
で
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
、

訴
訟
を
提
起
す
る
可
能
性
は
。

（
答
）
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
認
識
し

て
い
る
。

（
問
）
市
が
要
し
た
放

射
能
対
策
費
の
合
計

額
は
。

（
答
）
令
和
２
年
度
ま

で
で
４
億
５
５
８
７

万
８
９
２
９
円
で
あ

る
。

　
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
達
成
及
び
環
境
教
育
を
行

う
た
め
に
、
さ
ら
に
加
速
し
て
「
環
境
を
考
慮
し
た
学
校

（
エ
コ
ス
ク
ー
ル
）
事
業
」
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
り
、
特
に
多
く
の
学
校
で
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
技
術
面
に
関
し
て
は
、
大
規
模
事
業
だ
け
で
な
く

部
分
的
な
省
エ
ネ
改
修
事
業
に
つ
い
て
も
周
知
徹
底
に
取

り
組
む
こ
と
、
財
政
面
に
関
し
て
は
、
学
校
施
設
整
備
に

対
す
る
事
業
予
算
額
を
増
額
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で

あ
る
。

（
問
）Ｚ
Ｅ
Ｂ
化
の
新
た
な
技
術
開
発
や
周
知
に
つ
い
て
、

現
時
点
で
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
。

（
答
）
環
境
に
対
す
る
取
り
組
み
は
進
ん
で
い
る
が
、
国

全
体
で
取
り
組
ん
で
い
く
と
同
時
に
、
環
境
教
育
も
考
慮

し
た
Ｚ
Ｅ
Ｂ
化
を
進
め
て
い
く
。

（
賛
成
討
論
）
学

校
施
設
を
教
材

と
し
て
活
用
し

て
い
く
た
め
事

業
を
推
進
す
る

こ
と
は
、
子
ど

も
た
ち
に
と
っ

て
高
い
意
識
を

も
っ
て
成
長
し

て
い
く
た
め
に

必
要
な
こ
と
で

あ
る
。
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令和４年度議会報告会開催決定！

常 任 委 員 会 審 査 報 告
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
に
伴
う
、
ふ
る
さ
と

基
金
繰
入
金
の
増
額
補
正
２
０
０
万
円

（
問
）
寄
附
の
申
し
込
み
の
時
期
、
振
り
込
ま
れ
た
時
期
、

誰
か
ら
の
寄
附
で
あ
る
か
。

（
答
）
令
和
４
年
１
月
26
日
に
申
し
込
み
が
あ
り
、
28
日

に
振
り
込
ま
れ
て
い
る
。
個
人
名
で
は
な
く
政
党
名
に
よ

り
寄
附
さ
れ
た
。
公
職
選
挙
法
第
１
９
９
条
の
２
の
規
定

で
公
職
の
候
補
者
等
に
よ
る
寄
附
が
禁
止
さ
れ
て
い
る

が
、
政
党
か
ら
の
寄
附
で
あ
り
、
禁
止
事
項
に
該
当
し
な

い
た
め
受
領
し
た
。

（
問
）
寄
附
金
の
使
い
道
は
。

（
答
）
牛
久
シ
ャ
ト
ー
ワ
イ
ン
文
化
復
活
事
業
補
助
金
と

し
て
繰
入
れ
、
牛
久
シ
ャ
ト
ー
株
式
会
社
で
ワ
イ
ン
醸
造

用
の
タ
ン
ク
を
２
基
増
設
す
る
費
用
に
対
す
る
補
助
と
し

て
検
討
し
て
い
る
。
購
入
さ
れ
た
タ
ン
ク
は
同
社
の
所
有

と
な
る
。

（
問
）
令
和
３
年
度
の
利
用
実
績
と
、
支
援
サ
ー
ビ
ス
の

周
知
方
法
は
。

（
答
）
令
和
３
年
度
は
71
世
帯
で
２
１
５
セ
ッ
ト
、
令
和

４
年
度
４
月
と
５
月
で
は
45
世
帯
で
１
５
９
セ
ッ
ト
を
提

供
し
て
い
る
。
周
知
方
法
に
つ
い
て
は
牛
久
市
在
住
の
自

宅
療
養
者
に
対
し
て
は
県
保
健
所
に
依
頼
す
る
と
と
も

に
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
茨
城
県
の
自
宅
療
養
者
向
け

配
食
サ
ー
ビ
ス
の
ほ
か
に
、
当
市
の
食
料
や
日
用
品
の
提

供
が
あ
る
こ
と
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
問
）
参
加
事
業
者
が
い
な
い
た
め
に
、
不
調
（
落

札
者
が
決
ま
ら
な
い
）
と
な
っ
た
事
由
は
。

（
答
）
６
者
で
入
札
を
行
っ
た
が
、
内
５
者
か
ら
入

札
前
に
辞
退
届
が
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
成
立

し
な
く
な
っ
た
。
辞
退
理
由
は
、
１
者
は
リ
ー
ス
満

了
後
の
機
器
の
撤
去
時
の
内
容
に
つ
い
て
実
施
で
き

な
い
と
の
理
由
に
よ
る
も
の
、
他
４
者
に
つ
い
て
は

自
社
都
合
と
の
こ
と
で
回
答
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

　
支
給
額
は
児
童
一
人
あ
た
り
５
万
円
で
、
支
給
対

象
は
ひ
と
り
親
世
帯
は
８
８
０
人
、
そ
の
他
世
帯
は

８
９
５
人
を
想
定
し
て
い
る
。

予
算
常
任
委
員
会
報
告

　牛久市議会では本年 11 月５日（土）に奥野生涯学習セン
ター、11 月 13 日（日）に中央生涯学習センターで議会報告
会を開催する予定です。今回が初の試みとなる２会場での開催
によって、より多くの方に議会活動を報告できることを目指し、
広聴特別委員会を中心として今後、準備を行ってまいります。
※日程や会場については変更になる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等により開催形態
が変更となる場合があります。

【
お
わ
び
と
訂
正
】

　
牛
久
市
議
会
だ
よ
り
第
１
０
９
号
（
令

和
４
年
４
月
30
日
発
行
）
の
中
で
、
左
記

の
通
り
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

　
お
わ
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

•

Ｐ
２
「
特
集
　
令
和
４
年
度
当
初
予
算

審
査
」
の
ペ
ー
ジ
中
、「
今
議
会
注
目

の
３
事
業
」
の
う
ち
、「『（
１
）
お
く

の
義
務
教
育
学
校
』
施
設
一
体
型
建
設

事
業
」
の
事
業
費

　（
誤
）
６
億
４
６
８
０
万
円

　
　
　
⬅

　（
正
）
６
４
６
８
万
円

•

Ｐ
４
「
市
政
に
対
す
る
一
般
質
問
」
中
、

秋
山
泉
議
員
の
一
般
質
問
記
事
　
の

「
牛
久
市
合
同
金
婚
式
」
の
答
弁
者

　（
誤
）
市
民
部
長

　
　
　
⬅

　（
正
）
市
長

•

Ｐ
６
「
市
政
に
対
す
る
一
般
質
問
」
中
、

柳
井
哲
也
議
員
の
一
般
質
問
記
事
の
１

問
目
の
答
弁
者

　（
誤
）
経
営
企
画
部
長

　
　
　
⬅
　

　（
正
）
経
営
企
画
部
次
長

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
自
宅
療
養
者

へ
の
食
料
や
日
用
品
の
支
援
３
３
３
万
円

新
図
書
館
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
及
び

賃
貸
借
・
保
守
業
務
の
入
札

低
所
得
の
子
育
て
世
帯
に
対
す
る

子
育
て
生
活
支
援
特
別
給
付
金

意
見
書
・
決
議
・
議
員
提
出
議
案
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第
２
回
定
例
会

意
見
書
案
第
４
号

旧
優
生
保
護
法
下
で
の
優
生
手
術
等
の
強
制
に
関

す
る
訴
訟
で
の
上
告
取
り
下
げ
と
被
害
者
へ
の
誠

意
あ
る
謝
罪
・
賠
償
を
求
め
る
意
見
書

　

旧
優
生
保
護
法
下
で
の
優
生
手
術
等
の
強
制
に

関
す
る
訴
訟
で
、
国
に
対
し
、
国
の
責
任
を
明
確

化
し
、
上
告
を
即
時
に
取
り
下
げ
、
一
時
金
支
給

法
の
抜
本
的
見
直
し
を
含
め
、
被
害
者
に
誠
意
を

持
っ
て
謝
罪
し
、
損
害
賠
償
す
る
こ
と
を
強
く
求

め
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賛
成
多
数
で
可
決

意
見
書
案
第
５
号

環
境
教
育
の
推
進
及
び
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

達
成
に
向
け
た
学
校
施
設
の
Ｚ
Ｅ
Ｂ
化
の
さ
ら
な

る
推
進
を
求
め
る
意
見
書

　

カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
達
成
及
び
環
境
教

育
の
推
進
の
た
め
に
は
、
さ
ら
に
加
速
し
て
「
環

境
を
考
慮
し
た
学
校
（
エ
コ
ス
ク
ー
ル
）
事
業
」

を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
国
に
対
し
技

術
の
開
発
や
周
知
に
取
り
組
む
こ
と
及
び
事
業
予

算
額
の
増
額
を
強
く
求
め
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

賛
成
全
員
で
可
決

意
見
書
案
第
６
号

日
本
政
府
に
核
兵
器
禁
止
条
約
の
署
名
・
批
准
を

求
め
る
意
見
書

　

国
連
総
会
に
お
い
て
核
兵
器
禁
止
条
約
が
採
択

さ
れ
、
批
准
国
は
61
カ
国
に
達
し
て
い
る
一
方
で

２
月
の
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
が
国
際

社
会
の
平
和
と
安
全
を
著
し
く
脅
か
し
て
い
る
状

況
に
お
い
て
、
日
本
政
府
に
対
し
核
兵
器
禁
止
条

例
に
署
名
・
批
准
す
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賛
成
少
数
で
否
決

意
見
書
案
第
７
号

高
度
生
殖
補
助
医
療
に
対
す
る
支
援
の
継
続
を
求

め
る
意
見
書

　

不
妊
治
療
が
保
険
適
用
と
な
っ
た
こ
と
で
支
援

対
象
外
と
な
っ
た
効
果
的
か
つ
先
進
的
な
治
療
に

対
す
る
助
成
の
再
開
を
検
討
す
る
こ
と
、
不
妊
治

療
分
野
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
混
合
診
療
を
速
や
か

に
認
め
る
こ
と
を
強
く
求
め
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賛
成
少
数
で
否
決

意
見
書
案
第
８
号

保
育
教
育
施
設
等
に
係
る
送
迎
バ
ス
等
の
安
全
基

準
制
定
を
求
め
る
意
見
書

　

児
童
生
徒
を
送
迎
す
る
バ
ス
等
の
安
全
管
理
に

つ
い
て
統
一
基
準
を
作
成
し
、
運
転
手
及
び
添
乗

職
員
へ
の
安
全
研
修
な
ど
を
義
務
付
け
る
こ
と
、

幼
児
専
用
車
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
設
置
免
除
に
つ
い

て
一
定
の
年
限
を
設
定
し
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
ま
た

は
そ
れ
に
代
わ
る
安
全
装
置
の
設
置
を
義
務
化
す

る
こ
と
を
強
く
求
め
る
も
の
。

　
　

賛
成
多
数
で
可
決

決
議
案
第
３
号

ウ
ク
ラ
イ
ナ
避
難
民
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
整
備
を

求
め
る
決
議
に
つ
い
て

　

避
難
民
受
入
れ
の
要
請
が
あ
っ
た
際
に
速
や
か

に
対
応
で
き
る
よ
う
、
市
営
住
宅
等
の
住
ま
い
の

提
供
、
暮
ら
し
に
必
要
と
な
る
基
本
的
な
サ
ー
ビ

ス
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
、
国
際
交
流
会
等
と

の
連
携
に
よ
る
言
語
支
援
な
ど
、
サ
ポ
ー
ト
体
制

の
整
備
を
市
に
対
し
て
求
め
る
も
の
。

　
　

賛
成
全
員
で
可
決

議
員
提
出
議
案
第
１
号

牛
久
市
監
査
委
員
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て

　

議
会
改
革
推
進
特
別
委
員
会
で
検
討
し
た
結
果

を
踏
ま
え
、
監
査
委
員
は
よ
り
独
立
性
や
専
門
性

を
発
揮
し
た
監
査
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
議
会

は
議
会
と
し
て
監
査
に
特
化
し
て
い
く
と
い
う
考

え
か
ら
、
監
査
委
員
は
議
員
の
う
ち
か
ら
選
任
し

な
い
内
容
に
改
正
を
行
う
も
の
。

　
　

賛
成
全
員
で
可
決

議
員
提
出
議
案
第
２
号

牛
久
市
長
の
調
査
等
の
対
象
と
な
る
法
人
を
定
め

る
条
例
に
つ
い
て

　

議
会
改
革
推
進
特
別
委
員
会
で
検
討
し
た
結
果

を
踏
ま
え
、
牛
久
市
長
の
調
査
等
の
対
象
と
な
る

法
人
を
定
め
る
も
の
と
し
、
う
ち
条
例
で
定
め
る

も
の
は
牛
久
都
市
開
発
株
式
会
社
と
す
る
も
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

賛
成
全
員
で
可
決


